
岩手県告示第313号 

 岩手県収入証紙を売りさばく市町村及び売りさばき人の指定（昭和48年岩手県告示第735号）の一部を次のように改正する。 

  令和５年６月２日 

                                            岩手県知事 達 増 拓 也  

改正前 改正後 

２ 売りさばき人 ２ 売りさばき人 

  ［略］    ［略］  

 佐々木司（遠野地区合同庁舎内食堂）（平成22年４月１

日名称変更） 

  佐々木司（遠野地区合同庁舎内食堂）（平成22年４月１

日名称変更） 

 

 川村敏雄（ふなばの川村）（平成23年５月13日指定）     

 藤野和敏（一関地区合同庁舎千 分庁舎内売店）（平成

28年６月１日指定） 

    

 有限会社水沢事務機販売（奥州地区合同庁舎内売店）（

平成30年１月４日指定） 

  有限会社水沢事務機販売（奥州地区合同庁舎内売店）（

平成30年１月４日指定） 

 

  ［略］    ［略］  

 留畑美幸（釜石地区合同庁舎内売店）（令和２年８月１

日指定） 

  留畑美幸（釜石地区合同庁舎内売店）（令和２年８月１

日指定） 

 

    川村ユウ子（ふなばの川村）（令和５年５月26日指定）  

    株式会社エイジェック（令和５年６月１日指定）  

  

備考 改正部分は、下線の部分である。 
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